
特別養護老人ホーム緑ヶ丘ハイツ ご利用料金 

令和元年１１月６日現在 

１．介護保険のサービス（サービス費） 

■１日の単位数 

（単位／日） 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

介護福祉施設サービス費Ⅰ ５５９ ６２７ ６９７ ７６５ ８３２ 

看護体制加算Ⅰ ４ ４ ４ ４ ４ 

栄養ケアマネジメント加算 １４ １４ １４ １４ １４ 

夜勤職員配置加算Ⅰ １３ １３ １３ １３ １３ 

サービス提供体制加算 １８ １８ １８ １８ １８ 

常勤医師配置加算 ２５ ２５ ２５ ２５ ２５ 

計 ６３３ ７０１ ７７１ ８３９ ９０６ 

 

■１ヶ月分の所定単位数（３０日で計算） 

（単位／月） 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

月の所定単位数 １８，９９０ ２１,０３０ ２３,１３０ ２５,１７０ ２７，１８０ 

介護職員処遇改善加算Ⅰ ※1 １,５７６ １,７４５ １,９１９ ２,０８９ ２,２５５ 

特定処遇改善加算Ⅰ   ※2 ５１２ ５６７ ６２４ ６７９ ７３３ 

  ※1 月の所定単位に 8.3％を乗じて計算します。 

  ※2  月の所定単位に 2.7％を乗じて計算します。 

 

■1ヶ月分の介護保険一部負担額の計算（３０日で計算） 

（円／月） 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

介護費一部負担額 ２１，０７８ ２３,３４２ ２５,６７３ ２７,９３８ ３０,１６８ 

【ご注意】その他、入所時、外泊時、看取りを行った場合は対応した加算がございます。 

     上記金額は、1割負担で表してます。 

２．その他の費用 

■１ヶ月分のその他の基本費用（３０日で計算） 

（円／月） 
所得区分 ※2 

第 1段階 第 2段階 第 3段階 第 4段階 

居住費（従来型個室） 
(320) 

９，６００ 

(420) 

１２，６００ 

(820) 

２４，６００ 

(1,171) 

３５，１３０ 

食事代 
(300) 

９，０００ 

(390) 

１１，７００ 

(650) 

１９，５００ 

(1,392) 

４１，７６０ 

計 １８，６００ ２４，３００ ４４，１００ ７６，８９０ 

  ※2 通常は、第４段階を参照してください。 

    『介護保険負担限度額認定証』をお持ちの方は、減額料金が適用されます。 

【ご注意】その他、娯楽費などお客様が負担することが適当とみられるものは実費となります。 

 

３．ご利用料金（１＋２合計）の計算 ※3 （３０日で計算） 

（円／月） 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

所得区分  第１段階 ３９，６７８ ４１，９４２ ４４，２７３ ４６，５３８ ４８，７６８ 

      第２段階 ４５，３７８ ４７，６４２ ４９，９７３ ５２，２３８ ５４，４６８ 

      第３段階 ６５，１７８ ６７，４４２ ６９，７７３ ７２，０３８ ７４，２６８ 

      第４段階 ９７，９６８ １００，２３２ １０２，５６３ １０４，８２８ １０７，０５８ 

  ※3 基本となるおおよその金額です。 

 



 

ご 利 用 料 金 表 

 併設型短期入所生活介護利用の方（ショートスティ） 

介 護 度 別 要介護度１ 要介護度２ 要介護度３ 要介護度４ 要 介護度 ５ 

併設短期生活Ⅰ ５８６ ６５４ ７２４ ７９２ ８５９ 

サービス提供体制強化加算Ⅰ(ｲ) １８ １８ １８ １８ １８ 

看護体制加算Ⅰ ４ ４ ４ ４ ４ 

夜勤配置職員加算Ⅰ １３ １３ １３ １３ １３ 

送迎加算（往復）    ３６８    ３６８    ３６８    ３６８    ３６８ 

  ＊お迎え、お送で片道 １８４（ご家族が、ご自身で送迎を行うとかからない費用です） 

上記合計に対して介護職員処遇改善加算Ⅰ（８.３％）と特定処遇改善加算Ⅰ（２.７％）が加算され

ます。 

      朝食 ３５０円 昼食 ５５６円  夕食 ４８６円 合計 １，３９２円 

 例）要介護度２の方が２泊３日利用されたと計算します。 

 ア）（６５４＋３５）×３(日)＋３６８＝２，４３５ 

           この単位に８.３％と２.７％加えると ２，７０２円 

イ）食費は所得等により異なりますが、昼食からご利用の方     

   １日目      ５５６円＋４８６円＝ １，０４２ 

   ２日目 ３５０円＋５５６円＋４８６円＝ １，３９２ 

   ３日目 ３５０円＋５５６円     ＝   ９０６ ・・・・・・夕食前に帰宅 

合 計      ３，３４０円  

   ウ）滞在費は個室で、１日 １,１７１円  

１,１７１（円）×３（日）＝       ３，５１３円   

合   計   ア） ＋ イ） ＋ウ）  ＝       ９，５５５円    

Ⅲ 併設型介護予防短期入所生活介護の方（介護予防ショートスティ） 

 要 支 援 １ 要 支 援 ２ 

併設介護予防短期入所生活Ⅰ ４３８ ５４５ 

サービス提供体制強化加算Ⅰ(ｲ) １８ １８ 

送迎加算（往復） ３６８ ３６８ 

お迎え、お送で片道 １８４（ご家族が、ご自身で送迎を行うとかからない費用です） 

上記合計に対して介護職員処遇改善加算Ⅰ（８.３％）と特定処遇改善加算Ⅰ（２.７％）が加算

されます。 

      朝食 ３５０円 昼食 ５５６円  夕食 ４８６円 合計 １，３９２円 

 例）要支援２の方が２泊３日利用されたと計算します。 

 ア）（５４５＋１８）×３(日)＋３６８＝２，０５７ 

           この単位に８．３％と２.７％加えると ２，２８２円 

イ）食費は所得等により異なりますが、昼食からご利用の方     

   １日目      ５５６円＋４８６円＝ １，０４２ 

   ２日目 ３５０円＋５５６円＋４８６円＝ １，３９２ 

   ３日目 ３５０円＋５５６円     ＝   ９０６ ・・・・・・夕食前に帰宅 

合 計     ３，３４０円  

   ウ）滞在費は個室で、１日 １,１７１円  

１,１７１（円）×３（日）＝       ３，５１３円   

合   計   ア） ＋ イ） ＋ウ）  ＝       ９，１３５円    

 

※１ 世帯の所得等により負担軽減制度があります。 詳細は、市区町村の介護保険担当係にお尋ねくださ

い。 


